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【会社名】 鳥居薬品株式会社 

【英訳名】 TORII PHARMACEUTICAL CO., LTD. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  松 尾 紀 彦 

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋本町三丁目４番１号 

【電話番号】 03-3231-6811（代表） 

【事務連絡者氏名】 経理部長  千 葉 昌 

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋本町三丁目４番１号 

【電話番号】 03-3231-6811（代表） 

【事務連絡者氏名】 経理部長  千 葉 昌 
  

【縦覧に供する場所】 鳥居薬品株式会社 南関東支店 

(さいたま市南区沼影一丁目10番１号 

(ラムザタワー)) 

 鳥居薬品株式会社 横浜支店 

(横浜市港北区新横浜二丁目３番８号 

(ＫＤＸ新横浜ビル)) 

 鳥居薬品株式会社 名古屋支店 

(名古屋市中区丸の内一丁目17番29号 

(ＮＦＣ丸の内ビル)) 

 鳥居薬品株式会社 大阪支店 
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 株式会社東京証券取引所 

(東京都中央区日本橋兜町２番１号) 

― 1 ―



第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

 
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 持分法を適用した場合の投資利益は、関連会社がないため記載しておりません。 

３ 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。 

４ 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結経営指標等の推移については記載しておりませ

ん。 

  

当第１四半期累計期間において、当社の企業集団（当社、親会社および子会社１社）において営まれて

いる事業の内容に重要な変更はありません。 

また、主要な関係会社についても異動はありません。 

  

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第119期

第１四半期累計期間
第120期

第１四半期累計期間
第119期

会計期間
自  平成22年４月１日
至  平成22年６月30日

自  平成23年４月１日 
至  平成23年６月30日

自  平成22年４月１日
至  平成23年３月１日

売上高 (百万円) 11,378 11,776 45,335 

経常利益 (百万円) 1,865 1,179 2,015 

四半期(当期)純利益 (百万円) 970 703 937 

持分法を適用した 
場合の投資利益 

(百万円) ― ― ―

資本金 (百万円) 5,190 5,190 5,190 

発行済株式総数 (株) 28,800,000 28,800,000 28,800,000 

純資産額 (百万円) 74,957 74,362 74,246 

総資産額 (百万円) 83,912 84,732 84,885 

１株当たり四半期 
(当期)純利益金額 

(円) 34.27 24.87 33.11 

潜在株式調整後１株当たり 
四半期(当期)純利益金額 

(円) ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― 40.00 

自己資本比率 (％) 89.3 87.8 87.5 

２ 【事業の内容】
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第２ 【事業の状況】 

当第１四半期累計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動等又

は、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。 

  

当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。 

  

(1) 経営成績 

当第１四半期累計期間の売上高は、11,776百万円と前年同期に比べ398百万円（3.5％）増加しまし

た。 

主要な製品・商品の販売状況につきましては、「レミッチカプセル（血液透析患者における経口そう

痒症改善剤）」は2,256百万円と前年同期に比べ638百万円（39.4％）増加したほか、「ツルバダ配合錠

（抗HIV薬）」は2,276百万円と前年同期に比べ327百万円（16.8％）増加しました。一方、「注射用フ

サン（蛋白分解酵素阻害剤）」は1,228百万円と前年同期に比べ330百万円（21.2％）減少しました。 

費用面におきましては、売上原価は4,834百万円と前年同期に比べ205百万円（4.4％）増加し、販売

費及び一般管理費は研究開発費が増加したこと等により5,803百万円と前年同期に比べ858百万円

（17.4％）増加しました。 

以上の結果、営業利益は1,137百万円と前年同期に比べ665百万円（36.9％）減少し、経常利益は

1,179百万円と前年同期に比べ685百万円（36.8％）減少しました。四半期純利益につきましては703百

万円と前年同期に比べ266百万円（27.4％）減少しております。 

  

(2) 財政状態 

当第１四半期会計期間末の総資産は、84,732百万円と前事業年度末に比べ153百万円（0.2％）減少し

ました。これは、商品及び製品は1,120百万円、現金及び預金は1,038百万円増加しましたが、有価証券

は1,579百万円、キャッシュ・マネージメント・システム預託金は811百万円減少したこと等によるもの

です。 

負債につきましては、10,369百万円と前事業年度末に比べ269百万円（2.5％）減少しました。これ

は、買掛金は1,743百万円増加しましたが、未払法人税等が587百万円、賞与引当金が546百万円減少し

たこと等によるものです。 

純資産につきましては、74,362百万円と前事業年度末に比べ116百万円（0.2％）増加しました。これ

は、主に利益剰余金が137百万円増加したことによるものです。 

１ 【事業等のリスク】

２ 【経営上の重要な契約等】

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
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(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題 

当第１四半期累計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに

生じた課題はありません。 

  
(4) 研究開発活動 

当第１四半期累計期間の研究開発費の総額は982百万円であります。 
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第３ 【提出会社の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

  

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】 

該当事項はありません。 

  

(4) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

 
  

(6) 【大株主の状況】 

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 

  

１ 【株式等の状況】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 54,000,000 

計 54,000,000 

種類
第１四半期会計期間 
末現在発行数(株) 
(平成23年６月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成23年７月29日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 28,800,000 28,800,000 
東京証券取引所
市場第一部 

完全議決権株式であり、権利
内容に何ら限定のない当社に
おける標準となる株式であり
ます。 
単元株式数は100株でありま
す。 

計 28,800,000 28,800,000 ― ―

年月日
発行済株式 
総数増減数 

(株)

発行済株式
総数残高 
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金 
増減額 
(百万円)

資本準備金
残高 

(百万円)

平成23年６月30日 ― 28,800,000 ― 5,190 ― 6,416 
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(7) 【議決権の状況】 

当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載

することができませんので、直前の基準日である平成23年３月31日の株主名簿により記載しておりま

す。 

① 【発行済株式】 

 
(注) １ 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式100株(議決権１個)が含まれ

ております。 

２ 「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式２株が含まれております。 

  

② 【自己株式等】 

 
  

前事業年度の有価証券報告書に記載した事項を除き、前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期

累計期間における役員の異動はありません。 

  

  平成23年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)

普通株式 498,300 
―

権利内容に何ら限定のない
当社における標準となる株
式 

完全議決権株式(その他) 普通株式 28,274,300 282,743 同上

単元未満株式 普通株式  27,400 ― 同上

発行済株式総数 28,800,000 ― ―

総株主の議決権 ― 282,743 ―

 平成23年３月31日現在

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 

(株)

他人名義
所有株式数 

(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

（自己保有株式） 
鳥居薬品株式会社 

 

 

東京都中央区日本橋本町
三丁目４番１号 498,300 ― 498,300 1.73

計 ― 498,300 ― 498,300 1.73

２ 【役員の状況】
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第４ 【経理の状況】 

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内

閣府令第63号)に基づいて作成しております。 

  

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間(平成23年４月１日か

ら平成23年６月30日まで)及び第１四半期累計期間(平成23年４月１日から平成23年６月30日まで)に係る

四半期財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより四半期レビューを受けております。 

  

「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)第５条第２

項により、当社では、子会社の資産、売上高等から見て、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシ

ュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸

表は作成しておりません。 

なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。 

 
(注) 上記割合の算定にあたっては、金額的重要性が乏しいため、会社間項目の消去前の数値によっております。 

  

１．四半期財務諸表の作成方法について

２．監査証明について

３．四半期連結財務諸表について

資産基準 0.1％

売上高基準 0.5％

利益基準 0.4％

利益剰余金基準 0.1％
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１【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 11,773 12,812

キャッシュ・マネージメント・システム預託
金

※１  12,071 ※１  11,260

受取手形及び売掛金 18,435 18,676

有価証券 19,580 18,000

商品及び製品 3,332 4,453

仕掛品 358 545

原材料及び貯蔵品 1,685 1,344

その他 1,326 1,369

流動資産合計 68,563 68,462

固定資産   

有形固定資産 5,671 5,601

無形固定資産 683 665

投資その他の資産 ※２  9,968 ※２  10,003

固定資産合計 16,322 16,270

資産合計 84,885 84,732

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,816 5,560

未払法人税等 1,050 462

賞与引当金 1,158 611

役員賞与引当金 50 14

返品調整引当金 3 2

その他 3,532 2,781

流動負債合計 9,612 9,433

固定負債   

退職給付引当金 507 421

その他 520 514

固定負債合計 1,027 935

負債合計 10,639 10,369

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,190 5,190

資本剰余金 6,416 6,416

利益剰余金 63,397 63,534

自己株式 △857 △857

株主資本合計 74,146 74,283

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 100 79

評価・換算差額等合計 100 79

純資産合計 74,246 74,362

負債純資産合計 84,885 84,732
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(2)【四半期損益計算書】 
【第１四半期累計期間】 

（単位：百万円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 11,378 11,776

売上原価 4,629 4,834

売上総利益 6,748 6,941

販売費及び一般管理費   

販売促進費 806 865

給料及び手当 1,101 1,136

賞与引当金繰入額 497 487

研究開発費 411 982

その他 2,128 2,331

販売費及び一般管理費合計 4,945 5,803

営業利益 1,802 1,137

営業外収益   

受取利息 35 29

受取配当金 16 15

為替差益 7 －

その他 10 4

営業外収益合計 69 49

営業外費用   

支払利息 0 0

為替差損 － 6

その他 6 0

営業外費用合計 7 7

経常利益 1,865 1,179

特別損失   

固定資産除却損 6 0

災害による損失 － 28

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 143 －

特別損失合計 149 29

税引前四半期純利益 1,715 1,150

法人税等 745 446

四半期純利益 970 703
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【継続企業の前提に関する事項】 

当第１四半期会計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日) 

該当事項はありません。 

  

【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】 

 
  

【追加情報】 

 
  

【注記事項】 

(四半期貸借対照表関係) 

 
  

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係) 

当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第

１四半期累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであり

ます。 

 
  

 
当第１四半期累計期間

(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日)

税金費用の計算 当事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合

理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方

法を採用しております。 

当第１四半期累計期間
(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日)

当第１四半期会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤

謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号  平成21年12月４日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関

する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号  平成21年12月４日)を適用しております。 

前事業年度 
(平成23年３月31日)

当第１四半期会計期間 
(平成23年６月30日)

※１ 「キャッシュ・マネージメント・システム預託

金」は、ＪＴグループにおいて国内グループ会社を

対象としたキャッシュ・マネージメント・システム

を統括している日本たばこ産業㈱への資金の預託で

あります。 

※１ 「キャッシュ・マネージメント・システム預託

金」は、ＪＴグループにおいて国内グループ会社を

対象としたキャッシュ・マネージメント・システム

を統括している日本たばこ産業㈱への資金の預託で

あります。 

※２ 投資その他の資産に係る貸倒引当金 

31百万円 

※２ 投資その他の資産に係る貸倒引当金 

31百万円 

(自  平成22年４月１日 
至  平成22年６月30日) 

前第１四半期累計期間
(自  平成23年４月１日 
至  平成23年６月30日) 

当第１四半期累計期間

減価償却費 333百万円 減価償却費 287百万円
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(株主資本等関係) 

前第１四半期累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日) 

１．配当金支払額 

 
  

２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末

日後となるもの 

該当事項はありません。 

  

当第１四半期累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日) 

１．配当金支払額 

 
  

２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末

日後となるもの 

該当事項はありません。 

  

(セグメント情報等) 

【セグメント情報】 

前第１四半期累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日) 

当社は、医薬品事業の他に不動産賃貸収入がありますが、重要性が乏しいことからセグメント情報

については記載を省略しております。 

  

当第１四半期累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日) 

当社は、医薬品事業の他に不動産賃貸収入がありますが、重要性が乏しいことからセグメント情報

については記載を省略しております。 

  

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成22年６月22日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 622 22.00 平成22年３月31日 平成22年６月23日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成23年６月22日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 566 20.00 平成23年３月31日 平成23年６月23日
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(１株当たり情報) 

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 
(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

  

項目 (自  平成22年４月１日 
至  平成22年６月30日) 

前第１四半期累計期間
(自  平成23年４月１日 
至  平成23年６月30日) 

当第１四半期累計期間

    １株当たり四半期純利益金額 34円27銭 24円87銭

    (算定上の基礎) 

    四半期純利益(百万円) 970 703 

    普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

    普通株式に係る四半期純利益(百万円) 970 703 

    普通株式の期中平均株式数(千株) 28,302 28,301 
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該当事項はありません。 

  

２ 【その他】
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。 

  

― 14 ―



  
平成23年７月26日

鳥居薬品株式会社 

取締役会  御中 

 

  
 

  
 

  
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている鳥

居薬品株式会社の平成23年４月１日から平成24年３月31日までの第120期事業年度の第１四半期会計期間(平

成23年４月１日から平成23年６月30日まで)及び第１四半期累計期間(平成23年４月１日から平成23年６月30

日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期

レビューを行った。 

  
四半期財務諸表に対する経営者の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半

期財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半

期財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま

れる。 

  
監査人の責任 

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表

に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レ

ビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。 

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実

施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国にお

いて一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定され

た手続である。 

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。 

  
監査人の結論 

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥

当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、鳥居薬品株式会社の平成23年６月30日現在の財政状

態及び同日をもって終了する第１四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がす

べての重要な点において認められなかった。 

  
利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上 
  

 
  

独立監査人の四半期レビュー報告書

有限責任監査法人 トーマツ 

指定有限責任社員 
業務執行社員 

公認会計士  飯  塚     智  ㊞ 

指定有限責任社員 
業務執行社員 

公認会計士  中  島  達  弥  ㊞ 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。 

２  四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 
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